
【国・県における市町村合併推進のための方策】

 総務大臣の定める基本方針 総務大臣が、市町村合併を推進するための基本指針を
策定します。

　　　　構　想
都道府県が、基本指針に基づき、市町村合併推進審議
会の意見を聴いて、市町村の合併の推進に関する構想
を策定します。
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